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高レベル放射性廃棄物処分 
政策見直しの概要と近況
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高レベル放射性廃棄物とは何か

約95%

再処理

使用済燃料
原子力発電所

ウラン
プルトニウム

約5%

高レベル放射性廃液

溶融ガラス

わが国では原子力発電で使い終えた燃料を再処理して資源として利用できるウラ
ンやプルトニウムを取り出すことにしています。この再処理の過程で発生する高レベ
ル放射性廃液をガラス固化したもの（ガラス固化体）が高レベル放射性廃棄物です。

燃料として利用
（一部のウランは資源と

して保管）
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高レベル放射性廃棄物の地層処分

・放射性物質をガラス構造に取り込む。
・水に溶けにくい。

・放射能が高い期間、地下水とガラス
固化体の接触を防止。

・水を容易に通さない。
・放射性物質を吸着し移動を遅らせる。

・放射性物質を吸着し移動を遅らせる。

人工
バリア

天然
バリア

ガラス固化体

オーバーパック
（金属製の容器）

緩 衝 材
（粘土（ベントナイト））

岩盤

高レベル放射性廃棄物は、人間の生活環境から隔離し、地下深部の安定した
地層に埋設し、これを処分する（地層処分）こととしています。
地層処分は、「人工バリア」と「天然バリア」を組み合わせた多重バリアシステム

で、長期にわたり放射性物質の動きを抑え閉じ込める方法です。

３００ｍ
以上
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なぜ地層処分なのか

6

宇宙
処分

⻑期
管理

地層
処分

300m以上

海洋底
処分

海洋

海洋底

氷床
処分

氷床

岩盤

地層がもって
いる物質を
閉じ込める
性質を利用

発射技術等の
信頼性に問題

ロンドン条約に
より禁止

南極条約に
より禁止

国際的にさまざまな処分方法が検討された結果、現在では、深い地層が持つ
物質を閉じ込めるという性質を利用した地層処分が人間による管理を必要としない
良い方法であるというのが、国際的に共通した考え方となっています。

人間による
恒久的な
管理が困難



日本学術会議から原子力委員会への「回答」

2010年に原子力委員会から日本学術会議に対し、HLW処分に関
する「国民に対する説明や情報提供のあり方」等について審議
の依頼 

審議の過程で東日本大震災・福島原発事故に遭遇 

2012年9月11日に「総量管理」「暫定保管」「多段階の意思決
定」等の考え方を含むレポートが「回答」として原子力委に提
出 

「説明や情報提供」にとどまらない抜本的見直しを迫る内容 

（講演者は「学術調査員」として情報収集・提供等を行い、審議を支援）
7



METI「放射性廃棄物WG」の発足
総合エネルギー調査会の「放射性廃棄物ワーキンググループ」における
検討（2013年5月～） 

当初は暫定保管との比較検討や、核燃料サイクル政策の見直しを想定
した直接処分（使用済み核燃料をそのまま処分すること）も検討課題
に掲げられていた 

そうした骨太なアジェンダはすぐに沙汰止みとなり、ガラス固化体の
地層処分（つまり現行政策）のための処分場候補地選定の議論に焦点 

高知県東洋町事例（2006～2007）等の教訓を踏まえ、「なぜここ
か」の説明性を高めることを求める議論に
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「科学的有望地」の出現
小泉元首相「脱原発」発言（2013.9～） 
フィンランドの高レベル放射性廃棄物処分試験施設「オンカロ」を視察した
後、「地震や火山の多い日本では無理だ、従って脱原子力を目指すべき」との
結論に至ったと主張 

「原発廃棄物の処分場候補、国が選定へ　１００カ所を提示」報道（朝日新
聞、2013.11.20）←WG開催日の朝刊 

「最終処分関係閣僚会議」の突如の設置、開催、決定（2013.12.17） 

「科学的有望地」の登場（審議会で議論なし） 

cf. 2013.11～ 猪瀬都知事献金問題→2013.12.19辞意表明
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METI「放射性廃棄物WG」の提言
放射性廃棄物WG「中間取りまとめ」（2014年5月） 

「最終処分」を目指すことが必要 

長期的な人的管理（保管・貯蔵）は最終的な解
決方法にはなり得ない 

処分方法は地層処分が現時点では唯一有力だ
が、代替オプションの研究開発は必要 

可逆性・回収可能性の担保により将来世代の選択
肢を確保
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METI「放射性廃棄物WG」の提言
合意形成は段階的に実施 

原子力政策全般とHLW処分問題は相互に関係するが、議
論や意思決定と処分に向けた取り組みを並行することは
可能 

処分場立地に「科学的により適性が高い地域」を国が提
示 

地域の主体的な合意形成を尊重、支援方策の再検討 

NUMOの組織ガバナンスの見直し、第三者機関による評
価の活用
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「政治主導」による政策決定の動き

最終処分関係閣僚会議の設置と開催（2013年12月以降） 

「国が、科学的根拠に基づき、より適性が高いと考え
られる地域（科学的有望地）を提示する。その上で、
国が前面に立って重点的な理解活動を行った上で、 複
数地域に対し申入れを実施する」 

「適地条件提示」から「適地に対する申し入れ」への
変質
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「基本方針」の改訂と「理解活動」の展開

放射性廃棄物WG「中間とりまとめ」を土台に、「特定放射性廃棄物の最
終処分に関する基本方針」（最終処分法に基づいて政府が定めることに
なっている）が改定（2015年5月22日閣議決定） 

それ以降、新方針についての「理解活動」をMETI・NUMOが約1年半にわ
たって展開 

各地での「シンポジウム」「少人数ワークショップ」「意見交換会」「地
域学習支援プログラム」等の開催・実施 

各基礎自治体に担当者を置き（2015年3月）、自治体担当者向け説明会
を実施（2015年度、2016年度）

13
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（１）開催の目的

� 基本方針の改定を踏まえ、地層処分の必要性や基本方針の考え方等について全国の国民に広く情報を提供するため、地
域ブロック毎に全国９ヶ所でシンポジウムを実施。特に、高レベル放射性廃棄物の処分の問題について、現世代の一人と
して、自らの問題として一緒に考えて頂く契機となることを重視。

（２）説明内容
� 地層処分事業の概要、基本方針の改定の経緯や考え方、今後の取組方針等について、資源エネルギー庁及びNUMOか

ら説明。

� その後、事前に受け付けた質問をご紹介し、それに答える形でパネルディスカッションを実施。その上で、会場からも質問
を受け付けて、質疑応答を実施。

全国シンポジウムの開催結果概要

開催日 開催都市 来場者数

5月23日（土） 東京 338名

5月30日（土） 高松 230名

5月31日（日） 大阪 305名

6月7日（日） 名古屋 302名

6月13日（土） 広島 164名

6月14日（日） 仙台 173名

6月20日（土） 札幌 180名

6月27日（土） 富山 199名

6月28日（日） 福岡 197名

プログラム 登壇者 内容

開会挨拶 エネ庁

基調講演 有識者 エネルギー問題や地層処分技
術等に関する講演

事業説明 NUMO 地層処分に関する概要説明

政策説明 エネ庁 高レベル放射性廃棄物の最終
処分に向けた新たな取組

パネル討
論

コーディネー
ター、有識者、
一般代表、

エネ庁、
NUMO

参加者からの事前質問を中心
に議論した後、会場からも質問
を受付（約５人）、質疑応答。

閉会後も継続して全質問に回
答を実施。

閉会挨拶 電気事業者、
NUMO

発生者として基本的責任を有
する立場からの取組決意

（４）開催実績（３）プログラム

資源エネルギー庁／NUMO資料 14



z 本年５月の最終処分法に基づく基本方針の改定以降、広く国民の理解を得ながら進めていく
ため、全国的な対話活動を順次展開。 

1 

基本方針改定後の対話活動 

最終処分法に基づく基本方針の改定 

「国民対話月間」として様々な対話活動を展開 

５月 

５月～今夏 

１０月 

＜基本方針改定後の取組の流れ＞ 

（※並行して同内容について自治体連絡会を開催） 

８月以降のＮＵＭＯの取組： 
・深地層研究所親子見学会 
・科学館等でのセミナー、キャラバンカー展示 
・出前授業（教育関係者・大学生との意見交換） 
・地域学習支援事業 

結果
報告 全国シンポジウムの実施 第21回WG（7/3）で審議 

第22回WG（9/29）で審議 
＋ 

＜主なポイント＞ 
・一方的に情報提供を行うだけで
なく、質問や意見を積極的に聴き、
それらを次の取組や政策にいか
していく姿勢が重要。 

・幅広い層や地域へのアプローチ
が重要。 

（若年層・女性層/きめ細かな地域対応） 

資源エネルギー庁／NUMO資料 15



「国民対話月間」（１０月）における主な取組内容 

取組内容 実施主体 概要 

全国シンポジウム エネ庁 
NUMO 

 地域ブロック毎に全国９都市でシンポジウム（第２弾）を開催。処分地に求められる特性
（適性）や段階的な選定の進め方を中心テーマに設定。  

少人数 
ワークショップ エネ庁 

 全国各地で、少人数規模（２０～３０人程度）での一日ワークショップを実施。各地域に
根差した活動を行っているＮＰＯ法人等（協力団体）を募集の上、連携して運営。地層処
分に関する様々なテーマについてグループワークなどを実施。 

提案募集 エネ庁 

 下記の２つのテーマについて一般向けに提案募集（シンポジウムやワークショップ参加
者へのアンケートやホームページ等を通じた募集）。 
①「より多くの若年層・次世代層が関心を持ち、議論に参加するには、どのような取組が重要か」 
②「地域の持続的な発展を国民全体で支えていくためには、どのような取組が重要か」 

出前説明・ 
意見交換会 NUMO  最終処分に関する情報提供や意見交換、授業等を希望する団体や学校等を募集。希

望に応じて、ＮＵＭＯの職員等が訪問、説明等を実施。 

地域学習支援 
プログラム NUMO  地層処分事業に関する学習を希望する団体を募集。希望に応じて、専門家等の招聘や

関連施設見学等を支援。 

2 
資源エネルギー庁／NUMO資料 16



資源エネルギー庁／NUMO資料 17

新たなプロセスの追加

13

最終処分法で定められた選定プロセス

施設建設
廃棄物搬入開始

②概要調査
（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの実施等）

③精密調査
（地下施設の建設・試験）

①文献調査

20年
程度

・ 自治体からの応募
・ 複数地域に対し、国から申入れ

対話活動の実施
（説明会の開催等）

文献調査の開始に向けて、新たなプロセスを追加

国による科学的有望地
の選定（マッピング）

●新たな基本方針では、自治体からの応募を単に待つのではなく、科学的有望地を
提示する等、国が前面に立って取組を進める新たなプロセスを追加しました。

（※）

（※）

（※）

※各調査段階において、地元自治体の
意見を聴き、これを十分に尊重する（反
対の場合には次の段階へ進まない）。



地
域
対
応
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科
学
的
有
望
地

の
検
討

国
民
理
解
の

醸
成

国
民
理
解
の

醸
成

【現状と課題】

最終処分の必要性に対する理解は拡がるも、安全
性に対する不安感あり

地層処分の妥当性など、議論の前提となる認識共
有が必要

国際的な議論の経緯や諸外国の経験等も含めた基本的な
考え方の共有

対話活動を通じて国民の声を聴きつつ、総合資源エネル
ギー調査会で慎重に検討

基本的な情報提供を超えて、地域の主体的な学習
活動の支援も重要に

【今後の取組】

地域対応の中心に立つＮＵＭＯの体制充実、電気事業者
の取組強化、地域対話の進め方等の具体的提示

事業受け入れ地域への関わり方に関する国民的議論喚起
（地域支援のあり方検討等）

国民の関心に応える対話活動の継続、特に適地の存在可
能性についての分かりやすい情報提供

国民理解の状況を踏まえた継続的な情報提供・意見交換

今後の取組方針（案）

１．地層処分の推進について、更に幅広い国民の理解と協力を得られるよう、関係行政機関の緊密な連携の下、
下記の取組を積極的に進める。

有望地提示後も全国的な関心継続が不可欠

社会科学的観点の扱いには様々な意見あり
（「都市部がまず考えるべき」等）

年内に中間整理の上、関係学会等へ説明・照会
地球科学を中心とした安全性に関する検討成果に
ついて周知、精緻化を進める

自治体の理解と協力が鍵

２．原子力委員会に体制を整え、上記の取組の進捗につき、評価を行う。

３．上記１及び２を通じ、科学的有望地について、地層処分の実現に至る長い道のりの最初の一歩として国民や
地域に冷静に受け止められる環境を整えた上で、平成２８年中の提示を目指す。 5

第5回最終処分関係閣僚会議（2015.12.18）資料18



資源エネルギー庁／NUMO資料19

●科学的有望地は、法律に基づく処分地選定調査の手前の段階で、全国的な
データに基づき大まかな適性を示すものです。

科学的有望地と処分地選定調査の関係

文献調査 概要調査 精密調査 処分地の選定

法律に基づく処分地選定調査

受入れ自治体において、ＮＵＭＯが調査

科学的
有望地の

選定

処分地選定調査に
入る地域としての
適性を示す

机上調査 現地調査

個別地点の詳細データに基づく
綿密な調査・評価

マッピング

全国的に
整備され
たデータ
に基づく
マッピング

38



資源エネルギー庁／NUMO資料 20

地下環境の安定性
（埋設後長期の安定性）

処分施設の安全性
（建設・操業時の安全性）

火山の近傍（半径15km内）

活断層※１の近傍 等

火砕流※２の影響 等

×
×

×

※１：今後も活動する可能性のある断層
※２：火山の噴火に伴う溶岩等の噴出物の流れ

輸送時の安全性
港湾からの距離が短い

（沿岸から20kmを目安
（沿岸海底下や島嶼部を含む））

○

【社会科学的観点※】
→扱いをどうするかも含めて審議会で議論中？

より適性の
高い地域
（科学的
有望地）

適
性
の
低
い
地
域

適
性
が
あ
る
地
域

※土地利用制約の厳しい地域の扱い等

科学的有望地に関するこれまでの議論の成果

46

●安全性の観点から避けるべき要素が一つでもある所は、「適性が低い地域」と整理
し、そうでない地域は「適性のある地域」と整理します。

●「港湾からの距離が短いこと」が「より適性の高い地域」の条件の一つとしてあげ
られています。



資源エネルギー庁／NUMO資料21

（参考）マッピングの参考事例

47

●スウェーデンでは、1998
～1999年に総合立地
調査を実施

●岩種、主要亀裂、鉱石・
鉱山分布等を考慮して
マップを作成

●上記に加え、自然保護、
輸送等の視点も勘案し、
地域の適性を評価

おそらく適格な基盤岩

おそらく不適格な基盤岩

不適格な基盤岩

スウェーデン県域別総合立地調査の成果例
（出典：環境影響報告書2011,SKB社）



資源エネルギー庁／NUMO資料 22

ＮＵＭＯとしての科学的有望地提示後の対話活動の流れ①

●科学的有望地の提示後、地域によって進むタイミングは異なると考えますが、
下図のようなステップを踏んで地域における対話活動を深めていく考えです。

国民的な議論と地域の関心・理解の深まり

全国的な
取組

【国民の皆様との対話の継続】

（ポイント）・現世代の責任で問題を解決していくことの必要性

・地下の安定性や地層処分事業で考慮すべきリスクとその安全確保策
・事業に貢献して頂く地域に対する敬意や感謝の念の国民的共有の重要性

地域毎の
きめ細かな取組

科学的有望地
の要件・基準

の検討

国
に
よ
る
科
学
的
有
望
地
の
提
示

【第１ステップ】
情報提供・理解促進

【第２ステップ】
主体的な学習の⽀援

【第３ステップ】
地域全体への広がり

文
献
調
査
に
関
す
る
国
に
よ
る

申
入
れ

国
民
の
皆
様
や
地
域
の
方
々
の
声
を
踏

ま
え
て
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
化

文
献
調
査
の
受
入
れ
に
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
を
期
待

国民の皆様に自分事として

関心を持ち続けて頂けるよう、
全国的な取組を継続

55



高レベル放射性廃棄物処分を 
めぐる歴史的経緯の概説



HLW処分の基本的問題設定
高レベル放射性廃棄物（HLW: High-Level radioactive Waste） 

使用済み核燃料 

再処理後に排出される高レベル放射性廃液→ガラス固化体 

1950年代から対処方法の検討開始 

マンハッタン計画で出た廃棄物の管理問題 

「地層処分」が「最有力選択肢」とされてきた 

海洋底処分、海洋底下処分、宇宙処分、極地処分、長期貯蔵、消滅
処理…

24



原子力利用初期における楽観論
オッペンハイマーやシーボルグの楽観的
な見方 

「原子力利用の基盤が整備されれば十分
解決可能な課題（a solvable problem）」 
（安 2013） 

米科学アカデミー（NAS）（1957）が初
めて地層処分の原型概念を提示（ただし
現代の地層処分概念よりもずっと簡素） 

液体廃棄物を岩塩層に直接注入 

600年間の安全確保を念頭 Source: Wikipedia
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米国での経緯

1972 Lyons projectの中止 

1970年代から原子力発電拡大の流れ減速 (TMI、コスト…) 

今日的な地層処分概念の確立（1970年代後半～1980年代) 

1982 Nuclear Waste Policy Act（核廃棄物政策法） 

地層処分を選択、2ヶ所のサイトを指定する方針 

財政措置と規制制度の整備

Source: Oak Ridge National Lab
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米国での経緯（続）

1983 - 1985 候補地選定プロセス (9 -> 5 -> 3) 

Deaf Smith, Hanford, Yucca Mountain 

絞り込み手法に対するNASからの批判 

1987 NWPA Amendment（改正核廃棄物政策法） 

Yucca Mountainのみを指定、その適合性をチェック

27
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Source: Wikipedia
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米国での経緯（続）
1990s - 2000s 停滞、論争、そして… 

（長期）安全性問題を中心とする論争の継続 

先住民と都市住民（ラスベガス等）からの反対 

2008 エネルギー省から 
NRCに設置許可申請 

2010 オバマ政権による 
プロジェクト中止の決定 
←H. ライド上院議員 
　の影響力

Source: Daily Telegraph; Getty Images 30



各国における挫折と再構築
カナダ：シーボーンパネルでの「社会的受容性」問題提起  
→ “APM”（適応的段階型管理）の採用 

フランス：OPECST（議会科学技術選択評価局）での再検討  
→「管理研究法」15年間の複数選択肢留保  
→「管理計画法」による「可逆性のある地層処分」  
→CNDPでの審議：「パイロット操業段階」の追加 

イギリス、スイス、ドイツはプロセス再構築中 

「成功例」であるスウェーデン、フィンランドも1980年代
を中心に厳しい時期を経験

31



日本におけるHLW処分の経緯
1960年代から検討 
（当初は中低レベルの海洋投棄が念頭、高レベルは保留） 

1973年の原子力委報告書：HLW（固体廃棄物）を「人造の保管
施設」で保管することに（地層処分は具体的な検討の対象外） 

1976年の原子力委決定： 
「当面地層処分に重点」「1980年代後半から実証試験」 

1975年　ロンドン条約：廃棄物の海洋投棄を規制、HLWの
投棄は禁止 
（1993年改正ですべての放射性廃棄物が投棄禁止）
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日本におけるHLW処分の経緯
1980年代：動燃事業団で研究開発 

1984年 原子力委専門部会報告書： 
処分予定地の選定も動燃が行うことを想定 

候補地選定難航：幌延、瑞浪が立地問題化、実処分を念
頭に置いた施設立地の挫折 

「国民的理解」の必要性への言及とさらなる研究開発
（特に安全性）の必要性強調（1989年同部会報告書）
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Source: JAEA
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Source: JAEA
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日本におけるHLW処分の経緯
1990年代：研究開発の継続 

1992年動燃報告書：「技術的可能性の提示」 

1999年サイクル機構報告書：「技術的信頼性の提示」 

1996～2000：原子力委員会「高レベル放射性廃棄物処分
懇談会」 

HLW処分政策・事業の制度設計が検討される（1998年　
同懇談会報告書）
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「公募方式」の導入

2000年　「最終処分法」
制定 

原子力発電環境整備機
構（NUMO）設立 

2002年　「公募」による
処分場候補地選定の開始 

2006年～2007年 

高知県東洋町での「公
募」への応募をめぐる
地域紛争の発生

Source: NUMO37



出典：高知県東洋町Webサイト38



「申し入れ」の追加

2008年　東洋町事例の発
生を受け、「国による申
入れ」が追加（cf. 2007年
11月METI放射性廃棄物小
委「中間取りまとめ」） 

東洋町事例の後も過疎化
に悩む地域を中心に公募
への応募の動きが何件も
顕在化、そのたびに強い
反対に遭い、立ち消えに 

正式な「申入れ」は今日
まで行われていない

平成20年代 
中頃目途※1

平成40年 
前後目途※1

平成40年代 
後半目途※1

7 8

　地層処分事業は、処分施設建設地の選定、建設、操業、閉鎖、閉鎖後の管理と

100 年以上にわたります。処分施設建設地の選定にあたっては、文献調査―概要調

査―精密調査の各段階ごとに、地域のご意見を尊重し、進めてまいります。NUMO

は安全確保を最優先し、みなさまから信頼され安心していただけるよう、以下を柱とし

て取り組みます。 

建設地の選定については、3つの段階を踏み、地域の意向を尊重して行います。 

また、各調査結果については説明会などの方法で、地域のみなさまにお知らせします。 

※2　国による申入れと受諾：市町村からの応募に代わり、地域の意向を十分に尊重しつつ、国が市町村に対し、文献調査実施の申入れを行う場合もあります。
　　  その場合、市町村長は、国の申入れに対して受諾の可否を表明することとなります。 

※1　「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」（平成20年3月閣議決定）より 

文献調査（文献その他の資料による調査） 

　地層処分事業は、極めて公共性が高く、長期にわたる事業です。このため、事

業を一気に進めるのではなく、それまでに得られた知見を評価し、それをもとに地域と

話し合い、段階ごとに地域の自主的なご判断を尊重し、ご理解を得たうえで次の段

階に進みます。 

地域のみなさまの自主的なご判断を尊重します 

　地層処分事業を長期にわたって進めるためには、地域と事業が共に発展すること

が必要です。NUMOは、地域の一員として、地域のみなさまと共に考え、共に行動

していきます。 

地域の一員として、地域のみなさまと共に考え、共に行動します 

処分施設建設地の選定手順 

地層処分事業のスケジュール 

概
要
調
査
地
区
と
し
な
い
 

文
献
調
査
を
し
な
い
 

精
密
調
査
地
区
と
し
な
い
 

処
分
施
設
建
設
地
と
し
な
い
 

応　募 受　諾※2

公　募 国による申入れ※2

処分施設建設地の選定 

市町村長・都道府県知事の意見 

精密調査（地下施設での調査等） 

精密調査地区の選定 

市町村長・都道府県知事の意見 

概要調査（ボーリング等による調査） 

概要調査地区の選定 

市町村長・都道府県知事の意見 

第
　
1
　
段
　
階
 

第
　
2
　
段
　
階
 

第
　
3
　
段
　
階
 

　地域が自主的に判断を行うには、事業に関する情報の共有が不可欠です。 

　このため、事業に関する情報をすべて公開することを原則とし、正確でかつ分かり

やすい情報の提供に努めます。 

情報は公開し、透明性をもって進めます 

２．地層処分事業を進めるにあたって 

受諾しない場合 

概
要
調
査
地
区
選
定
 

応
　
募
 

精
密
調
査
地
区
選
定
 

処
分
施
設
建
設
地
選
定
 

建
　
設
 

操
　
業
 

操
業
開
始
 

閉
鎖
・
閉
鎖
後
管
理
 

公募 

文献 
調査 

概要 
調査 

精密 
調査 

（概ね50年間程度） ※2

適さない場合 

市町村長･都道府県知事が反対の意見を示した場合 

適さない場合 

市町村長･都道府県知事が反対の意見を示した場合 

適さない場合 

市町村長･都道府県知事が反対の意見を示した場合 

Source: NUMO 39



世界中が「難しさ」に直面

米国と日本以外のすべての原子力利用国がHLW管理・
処分問題における「難しさ」に直面 

しばしば「成功例」と見なされるフィンランドやス
ウェーデンでも、1980年代には深刻な社会的紛争状況
に直面 

HLW管理・処分問題はかつての原子力専門家が考えて
いたよりもずっと「難しい」ものだった

40



高レベル放射性廃棄物処分の「難しさ」 
と社会的な正当化の必要性



高レベル放射性廃棄物処分の「難しさ」

「トランス・サイエンス」問題の極致としての難しさ 

「安全性」の基準設定問題 

時間軸の長さの扱い 

「実証」の困難性 

リスクに対する基本的スタンスの選択 

上記に加えて、原子力利用に関する意思決定との関
係も「難しさ」の一因

42



「安全性」の基準設定問題
“How safe is safe enough?”  

「どれだけ安全なら十分に安全と言えるのか」 

研究開発による改良や規制の強化で「安全性の向上」は
可能（「技術の進歩」） 

しかし、どこまでいってもリスクはゼロにはならない。
不確実性や未知の事柄が残る 

「科学的」だけでは「安全の十分性」は立論しきれない
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時間軸の長さの扱い
事業としての長期性 

政府計画通りに「順  
調に」事柄が進展し  
ても候補地探しから  
処分の完了（処分場の閉鎖）まで約100年 

閉鎖後を含めた安全確保の長期性 

放射能レベルが十分に減衰したとみなせるまでの期間は
数万年～十万年超

出典：NUMO資料
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時間軸の長さの扱い
他に類例のない長期プロジェク
ト 

cf. サグラダ・ファミリア
（1882着工～2026年完
成？）、伊勢神宮の式年遷宮、
etc… 

HLW処分場は上記のような宗
教施設と異なり、後世代に
「ご利益」はもたらさない

Image: Wikipedia
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「実証」の困難性
10万年間の安全機能の成立性をどう証明するか？ 

原発を含む多くの他の技術の場合 

成功／失敗≒専門家の言い 
分の当否を直感的に確認 
可能（と見なせる） 

HLW処分技術は多くを「論 
証」（≠実証）に頼らざるを 
得ない

Image: Wikipedia
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リスクに対する基本的スタンスの選択

「人間の能動的管理下に置く方が安全」という多く
の人の直感と「隔離による受動安全の確保」という
論理の齟齬 

地層処分は「処分」たり得ているのか？ 

受動安全に持ち込む／持ち込もうとすることは本当
に後世代のためになるのか？
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サイエンスとトランス・サイエンス
A. M. ワインバーグ（1972） 
“Science and Trance-Science” 
米国の著名な核物理学者・原
子力工学者（1915-2006） 
オークリッジ国立研究所所長
（1955-1973） 

“questions which can be 
asked of science and yet 
which cannot be answered 
by science” 
「科学に問うことはできるが、
科学には答えることができな
い問題群」への注意を喚起
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社会的な正当化の必要性

トランス・サイエンス的問題に対する技術・政策パッ
ケージは社会的正当化をしなくてはならない 

技術的な安全確保の論証だけでは不十分 

科学的・技術的に決着しない問題、価値観により
見解が分かれる問題については、専門知を参照し
つつも民主的な手続きにおける人びとの熟議を通
して結論を出していくしかない
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社会的な正当化の必要性
ほとんどの原子力利用国が困難を経て
対処の道筋を立て直してきた 

フィンランド、スウェーデン、フラ
ンス、イギリス、アメリカ… 

技術論のみをベースにした処分計画
の挫折 

適応的・段階的なアプローチで漸進
的に対処する方向に 

市民参加の拡大による価値選択のプ
ロセスの整備

Image: Wikipedia 50



様々な選択肢とそのトレードオフ
能動的な管理の継続


取り出し可能性を確保した処分


決定の可逆性を重視した進め方


今後も廃棄物としか見なさない


処分場／保管施設の集中立地


原子力利用の継続を前提にした
対処

受動安全に持ち込む最終処分


完全な隔離を優先する処分


事業の安定性の重視した進め方


将来は潜在的資源となりうる


処分場／保管施設の分散立地


原子力利用の中止を前提にした
対処
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国際的な議論の経緯と動向
国際的な議論では、早くから技術的成立性とともに処分方法
選定や処分事業実施の正当性・正統性の論理が議論され、深
化されてきた（増田2013） 

1977 OECD/NEA報告書：社会的・倫理的側面を考慮するこ
との必要性に言及 

1990 米NAS報告書：技術的判断に加えて社会的判断が必ず
必要、公平性・信頼性についての道義的要求は地層処分の
本質的要素
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国際的な議論の経緯と動向
1995 OECD/NEA報告書：世代間の公平性において「将来世代
の選択の自由」を明記、「世代内の負担の公平性」とその担保
のための市民参加の必要性にも言及 

2000年代に入ると、不確実性への対処方法とそれを実現する社会
的意思決定プロセス・事業実施プロセスの関係が中心的課題に
（寿楽2013） 

2001 米NAS報告書：不確実性の対処のためには、常に代替オ
プションが必要、長期貯蔵がその具体策、地層処分は「段階的
に実施」、HLW処分は技術的挑戦であると同時に社会的挑戦
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国際的な議論の経緯と動向
2003 米NAS報告書：予め単一の定まった方針を定めてその推
進に取り組むのではなく、常に複数の選択肢を確保し、状況の
変化に応じて取り組み方を変化させていくadaptive approach
（適応的アプローチ）が必要 

2011 OECD/NEA報告書：「R＆R報告書」（「可逆性」と「回
収可能性」についての過去40年来の議論の集積）、「可逆性と
回収可能性を求める社会的な圧力は、具体的に回収の用意をす
るということを特に求めるというよりはむしろ、可逆性のない
段階を避け、公衆参加型の意思決定プロセスを積極的に維持し
ようとする方向性を有しているのかもしれない」
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国際的な議論からの教訓
HLW処分は思っていたよりずっと「容易ではない」 

不確実性への深い認識 

「無限責任の有限化」の問題（松本2009） 

廃棄物を深地層に確実に埋設できるかどうかだけ
が問題ではない（むしろそれは問題のごく一部） 

安全の論証だけでは社会の懸念には応えられない 

形而上学的な側面の深い洞察と論理的・倫理的正
当化が必要
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国際的な議論からの教訓

HLW処分は技術的挑戦ではな
く、社会—技術的挑戦
（Socio-Technical Challenge） 

解決策は、HLW処分プログラ
ムをより可塑的、適応的、段
階的にすること 

「無限責任の有限化」の具
体化



国際的な議論からの教訓

また、正当性と正統性を確保するために、市民
やステークホルダーの参加を拡大・深化させるこ
と 

自信・確信ではなく謙虚さ・慎重さが信頼の鍵
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日本の高レベル放射性廃棄物
処分政策の根本的な欠点



「立地問題」という捉え方
日本のHLW処分政策・事業の推進側（政府、NUMO、電気事業
者等）は、この問題をあくまで「立地問題」として処理しよう
としてきた 

技術的成立性や倫理的正当性の専門的な確認は完了 

課題は人びとへの説明と心理的な「抵抗感」の払拭 

主たる解決策は「理解活動」と「地域振興策」 

諸外国や日本の過去の事例ですでに失敗し、棄却されたフレー
ミングが依然として支配的
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熟議と合意のプロセスの不在
本来は、「地層処分でHLWを処分すること」そのものの、広
範で明確な合意形成から始めなければならなかった 

cf. フィンランドの「原則決定」手続き 
再処理・サイクル路線選択の影響？（「全量再処理」で原
子炉設置許可取得） 

その上で、その後の進め方（プロセス）についてもロバスト
な社会的合意を得るべきだった 

さらに、そのプロセスは常に参加、合意、変化を前提とした
ものとするべきだった
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熟議と合意のプロセスの不在

「最終処分法」の国会審議 

「法案の提出から成立までほぼ2ヶ月半という
きわめて短い期間であった。実質的な審議は、
本会議では両院ともに質疑はわずか1日で、委
員会審議でも議論が行われた日程は両院あわせ
て9日間にすぎず」、「衆参両院とも圧倒的な
賛成多数で」可決・成立（菅原・寿楽2010）
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原発立地の「成功体験」の呪縛

原発立地の「成功体験」が「立地問題化」の背
景？ 

発電プラントの立地・運用とHLW処分はリスク
の性質として大きく異なる部分がある（前述） 

にもかかわらず、原発（や他の原子力施設）との
アナロジーが制度設計・運用に強く見られる（関
係者のマインドセットの存在？）
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日本での制度化の際の見落とし
その結果、内外でのそれまでの議論や知見を、
安全や立地に関する透明性＝情報公開の要求と
いう文脈に大きく偏って受容してしまった 

原発利用拡大の「成功」の反面、以下が課題 
「事故」というよりも「スキャンダル」が大問題 
原発立地プロセスや業界体質への批判の継続的存在 

倫理的・哲学的側面に関する国際的な議論を最
終的な結論・合意として参照してしまった
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日本での制度化の際の見落とし
実際には国内でも原則に関わる議論もなされていたが、制度化
の際、いわば選択的に等閑視された 

その最たるものがいわゆる「処分懇」での議論と報告書 
「懇談会としてここで述べようとしているのは、この問
題に関して、どのようにすれば国民各層の間で議論が行
われる基本的条件が整うのか、また、実際に事業を具体
化していくうえで、どのような考え方に基づいて制度を設
けていくのかという点」（強調は講演者が追加） 

昨今、METI放射性廃棄物WGや日本学術会議等で議論されてい
る論点の多くはすでに処分懇で議論。提言内容も処分懇報告を
大きく超えていない実情
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熟議と合意のプロセスの不在

制度化されたプロセスは「立地プロセスとして
は」確かに従来（例：原発立地）よりも慎重で
透明とも言えたが… 

「公募方式」の3段階プロセスは、「立地に
限った市民参加」 
処分プログラムそのものの見直し・変化は想
定せず
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熟議と合意のプロセスの不在

今からでも、そもそもこの「廃棄物」を「今」、
「処分」しようとすることの文脈についても共通了
解を得る必要がある。 

現行の「最終処分法」は、原子力利用を進め、そ
れによって国民経済に貢献し、もって公共の福祉
に資することを目的としている 
→原子力利用継続前提の放射性廃棄物処分
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特定放射性廃棄物の 
最終処分に関する法律（参考）

第一条 　この法律は、発電に関する原子力の適正な利
用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた
使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性
廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため
に必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原
子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全
な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
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熟議と合意のプロセスの不在
かつてのスウェーデンのように、「現世代」で原
子力利用は終えるので、「現世代」が処分する、
という正当化はありうるかもしれない 

あるいは、一部で言われるような「原子力利用の
将来の議論とは切り離して既存の廃棄物の処分に
取り組む」、という合意もありうる？ 
→それを持ち出すなら、まずは前述の法律を改正
する必要があるだろう
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価値選択の必要性と暫定保管
前述のように、諸外国では制度化・事業化、あるい
は処分場立地にあたって行き詰まった際に、改めて
対処方針について社会的合意を得るプロセスを設け
た（価値選択の議論） 

日本では「それは走りながら行える」という判断に
なった（METI放射性廃棄物WG中間とりまとめ→新
基本方針）。それはとても困難な挑戦だと思うが、
政府はそれができると主張している
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価値選択の必要性と暫定保管

ちなみに、日本学術会議の「暫定保管」の提案
（モラトリアム）は、そのための時間を確保し、
また、その間は利害の付置状況を変化させな
い、社会に政治的負荷をかけないためのものとし
て理解するべき
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政策の失敗軌道は修正されるのか？

ただし、今回の「基本方針」改定で取り入れられた事柄
の多くは、大きな方向性としては国際的な流れと一致 

段階的なアプローチ、R&Rの確保、将来世代の選択権
へのいっそうの配慮、地域における対話プロセスの導
入、スクリーニングに基づく立地プロセスの開始、政
府の責任の強調… 

問題はやはり、「走りながらできるのか」と、上記の理
念を誠実に、真剣に制度化して有言実行できるか
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まとめ



「立地問題化」フレーミングとどう向き合うか

原子力利用国はいずれも、歴史的に高レベル放射性廃
棄物処分問題の「難しさ」に直面し、それが「立地問
題」にはとどまらないことを次第に理解し、苦闘しつ
つ対処してきた 

ところが、日本ではこの問題を「立地問題」と捉えた
上での政策推進の取り組みが続けられてきた。その点
は3.11後の政策見直しにおいても根本的な変革を見て
いない

73



制度・政策上は、もっとも基本的な根拠法令である最終処分
法が、「原子力利用継続のために地層処分による高レベル放
射性廃棄物の最終処分を行う」ことを（代議制民主主義下に
おける社会の意思として）規定してしまっている点が最大の
ネックと言える 

これを改めないかぎり、原子力政策全体（原子力利用そのも
の）との関係をきちんと詰めながら議論を深めることは難し
いだろう。行政からすれば、現状では「理解活動」による立
地推進以外に取り組みようがないとも言える
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「立地問題化」フレーミングとどう向き合うか



今回の見直し後の政策は、部分、部分で見れば国際的なトレン
ドとも合致し、「改善」と評価できる点もあるが、前掲の根本
的な問題を解決しないかぎり、日本における高レベル放射性廃
棄物問題への対処が有意な「前進」（もちろんそれは単なる
「処分場探しの進捗」を意味しない）を見るとは考えがたい 

政府の政策、方針、振る舞いに関する個別具体的な事柄に批判
的に向き合う以上に、この問題にどう対処するのか、原則論の
次元で社会的合意形成を改めて行うよう、強く求めていく必要
を感じる
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「立地問題化」フレーミングとどう向き合うか



ご清聴ありがとうございました 
juraku@mail.dendai.ac.jp
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